
  

一 

令和 5 年 6 月 23 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３８４８号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

地
方
自
治
法
等
の
規
定
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
必
要
な
選
挙
人
の
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

令
和
五
年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七

号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む

の
規
定
に
よ
り

次
の
施
術
者
を
指
定
施
術
者
に
指
定
し
た

 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

氏

名 

施

術

所 

指

定

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

泉
瑞
季 

ひ
ら
い
北
口
は
り

き

う
マ

サ

ジ

院 

東
京
都
江
戸
川
区
平
井
五
の
一

五
の
一
〇 

令
和
四
年
九
月
一
日 

萬
年
義
明 

あ
し
す
と
鍼
灸
マ

サ

ジ
院 

東
京
都
江
戸
川
区
下
篠
崎
町
九

の
二 

〃 

位
田
浩
章 

メ
デ

ケ
ア
訪
問

マ

サ

ジ 

東
京
都
葛
飾
区
東
新
小
岩
八
の

八
の
一
一 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

瀧
健
太
郎 

し
ら
こ
ば
と
訪
問

マ

サ

ジ
院 

埼
玉
県
越
谷
市
千
間
台
西
一
の

八
の
一
一 

〃 

小
菅
耕
太
郎 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

サ

ジ
流
山
施
術
所 

流
山
市
江
戸
川
台
西
二
の
二
四

七 

〃 

齋
藤
良
博 

訪
問
治
療
院
ノ

ク

さ
ん 

千
葉
市
花
見
川
区
幕
張
町
四
の

六
三
三 

〃 

髙
山
善
武 

ひ
ら
い
整
骨
院
京
成

大
久
保
院 

習
志
野
市
大
久
保
一
の
一
六
の

一
六 

〃 

小
柳
恭
子 

小
柳
指
圧 

印
西
市
小
林
一

六
一
九
の
四 

〃 

佐
藤
悠
悟 

接
骨
院
ボ
ン
ド 

木
更
津
市
清
見
台
南
五
の
六
の

六 

〃 

 

選

挙

管

理

委

員

会

告

示 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号 

 

地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
七
十
四
条
第
一
項

条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の

請
求

及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

監
査
の
請
求

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十

分
の
一
の
数

同
法
第
七
十
六
条
第
一
項

議
会
の
解
散
の
請
求

第
八
十
一
条
第
一
項

長
の
解
職

の
請
求

及
び
第
八
十
六
条
第
一
項

副
知
事

選
挙
管
理
委
員

監
査
委
員
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員

の
解
職
の
請
求

並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
二
号

第
八
条
第
一
項

教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求

の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項

議
員
の
解
職
の
請
求

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ

て

は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数

は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

菊 

地 
 

秀 

樹 
 

 
一 
地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の

総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
〇
五

三
八
四
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項

第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

 

 

七
五
八

六
五
〇
人 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

6 

月

23

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８４８号 令和 5 年 6 月 23 日 (金曜日) 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
な
い

場
合
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数 

 
 

長
生
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
六

六
七
一
人 

 
 

千
葉
市
中
央
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
九

二
二
八
人 

 
 

千
葉
市
花
見
川
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
九

七
九
七
人 

 
 

千
葉
市
稲
毛
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
三

九
七
五
人 

 
 

千
葉
市
若
葉
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
一

五
一
九
人 

 
 

千
葉
市
緑
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
五

六
九
三
人 

 
 

千
葉
市
美
浜
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
一

二
四
四
人 

 
 

銚
子
市
・
香
取
郡
東
庄
町
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九

九
一
八
人 

 
 

館
山
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二

九
六
九
人 

 
 

木
更
津
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
七

六
八
〇
人 

 
 

野
田
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二

九
四
〇
人 

 
 

茂
原
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五

一
一
八
人 

 
 

成
田
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
五

〇
九
七
人 

 
 

佐
倉
市
・
印
旛
郡
酒
々
井
町
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
四

二
〇
四
人 

 
 

東
金
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
六

一
二
〇
人 

 
 

旭
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
七

七
三
五
人 

 
 

習
志
野
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
八

二
四
六
人 

 
 

柏
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一
九

五
一
五
人 

 
 

勝
浦
市
・
い
す
み
市
・
夷
隅
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 

一
九

八
九
二
人 

 
 

市
原
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
六

一
三
八
人 

 
 

流
山
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
五

六
三
一
人 

 
 

八
千
代
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
六

〇
〇
八
人 

 
 

我
孫
子
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
七

三
〇
八
人 

 
 

鴨
川
市
・
南
房
総
市
・
安
房
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 

二
一

六
〇
五
人 

 
 

鎌
ケ
谷
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇

九
二
八
人 

 
 

君
津
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三

三
二
三
人 

 
 

富
津
市
選
挙
区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
二

二
三
七
人 

 
 

浦
安
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
七

〇
二
九
人 

 
 

四
街
道
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六

一
二
七
人 

 
 

袖
ケ
浦
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
八

〇
三
七
人 

 
 

八
街
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八

九
八
五
人 

 
 

印
西
市
・
印
旛
郡
栄
町
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
四

七
三
三
人 

 
 

白
井
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七

一
九
七
人 

 
 

富
里
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三

五
一
二
人 

 
 

匝
瑳
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九

八
四
〇
人 

 
 

香
取
市
・
香
取
郡
神
崎
町
・
香
取
郡
多
古
町
選
挙
区 

 
 

二
六

四
一
四
人 

 
 

山
武
市
・
山
武
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六

七
九
五
人 

 
 

大
網
白
里
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三

八
九
七
人 

四 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十

万
以
下
の
場
合
に
お
け
る
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

 
 

市
川
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
四

八
九
三
人 

 
 

船
橋
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
五
五

八
二
七
人 

 
 

松
戸
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
五

八
三
五
人 

公

告 

 
 

 

令
和
五
年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施 

 

製
菓
衛
生
師
法

昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号

第
四
条
の
規
定
に
よ
り

令
和
五
年
度
製
菓
衛

生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

試
験
日
時
及
び
場
所 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 

時 

場 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所 

令
和
五
年
十
月
二
十
八
日

土
曜
日

午
後

二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

千
葉
県
教
育
会
館

千
葉
市
中
央
区
中
央
四
丁

目
一
三
番
一
〇
号

 

二 

試
験
方
法 

 
 

筆
記
試
験

実
技
に
関
す
る
筆
記
試
験
を
含
む

 

三 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
は
令
和
五
年
八
月
三
十
日

水
曜
日

か
ら
九
月
一
日

金
曜
日

ま
で
と

し

そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る

 

四 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

各
保
健
所

健
康
福
祉
セ
ン
タ

千
葉
市

船
橋
市
及
び
柏
市
が
設
置
す
る
保
健
所
を
除

く

又
は
千
葉
県
健
康
福
祉
部
衛
生
指
導
課
に
提
出
す
る
こ
と

 
五 
そ
の
他 

 

１ 
受
験
願
書
は

提
出
先
に
持
参
す
る
こ
と

 

 

２ 

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は

千
葉
県
健
康
福
祉
部
衛
生
指
導
課

電
話
〇
四
三

二
二
三

二
六
三
八

又
は
最
寄
り
の
保
健
所

健
康
福
祉
セ
ン
タ

千
葉
市

船
橋
市
及
び
柏
市
が
設

置
す
る
保
健
所
を
除
く

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 



  

三 

令和 5 年 6 月 23 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３８４８号 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日
野
田
市
の
決
定
に
係
る
野
田
都
市
計
画
地
区
計
画
下
三
ケ
尾
地
区
地
区
計
画

の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
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